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論文の要約 

 

１．問題意識と背景 

 

本研究は、中華人民共和国（以下、中国と称する）における民営高等教育機関経営のガ

バナンスについて考察することを目的とする。中国では、教育行政面では教育レベルにお

ける制限（抑制策）と経営レベルにおける自主性が求められる一方、設置者は社会団体、

個人、企業など多岐にわたる。中でも、完全民営型の民営高等教育機関に対して政府は干

渉しない代わりに援助もしないという方針であり、中国の民営学校経営の自由度は大き

い。 

近年、中国の民営高等教育機関では経営破綻や不祥事が相次いで発生しており、廃校と

なった学校は少なくはない。その原因は政策の変化や人口減少など外部環境の変化に起因

する自然淘汰、突然の災難・事故、経営者による学校経営の失敗、所有者の都合による自

発的な廃業などに大別できるが、根本的にはガバナンスの問題と指摘できる。中国湖南省

にある複数の民営高等教育機関の元学校経営者（元理事長）へヒアリングを行った結果、

学校経営の失敗の詳細な原因は異なるが、いずれも経営戦略上における意思決定のミスで

ある点は共通していた。中でも、理事長の独断専行による意思決定が経営の失敗を招く例

が後を絶たない。すなわち、経営戦略において適切な意思決定を行うためのガバナンスが

機能していないと思われる。 

そこで、本研究では、学校経営における意思決定の誤りや機能不全に陥っている意思決

定機関に着目して研究を進める。具体的には、中国湖南省で発生した民営高等教育機関に

おける経営破綻の事例を用いて、その原因が経営体の機関に問題があったことを指摘する

とともに、望ましい機関設計について考察する。湖南省の非学歴高等教育機関は、1990年

代には約 100校が存在していたが、2006年には 60校、そして 2016年には 29校まで減少

している。経営破綻の割合はかなり高いといえる。 

経営破綻に起因する損害賠償や転校手続きといった問題を防止するため、行政は民営高

等教育機関に対する統制を強化している。2017 年の「民営教育促進法の改正版」の公布

がその一因となっている。 

 

２．研究目的と研究対象 

 

本研究では次のような研究課題を設定する。第１に、民営高等教育機関の経営破綻・不

祥事が相次いで発生する主な原因は何であるかを追求する。それは、経営戦略の誤り、意

思決定者の経営能力の問題、恣意的に構成された理事会メンバー、意思決定システムの機

能不全など、経営における人為的な失敗であると想定される。第２に、経営の失敗をどの

ような方法で防ぐことができるかを検討する。民営高等教育機関経営の健全化を保つため

には、合理的な経営戦略に基づく意思決定が重要であるが、どのような意思決定システム

や、意思決定機関、意思決定者およびガバナンス構造が、人為的な経営の失敗による民営

学校の経営破綻・不祥事を防ぐことができ、持続的な発展を可能にするのかを考察する。

この課題を解決するには、中国の民営高等教育機関経営における意思決定とガバナンス構

造を分析するとともに、アメリカや日本など諸外国の教育機関の意思決定機関との比較

や、民営企業のガバナンス構造を参考に論を展開することが有効である。 

本研究では、湖南省の民営高等教育機関を分析対象とし、内部情報を含んだ種々の情報

をもとに分析することで、民営高等教育機関経営の実態を浮き彫りにする。 



中国の民営高等教育機関を出資の視点から分類すると、完全民営型と公私混合型に分け

られる。完全民営型は政府による財政上の援助（補助金）が一切なく、経営の自由度が高

い。このような学校が本研究の対象である。 

 

３．研究方法 

 

(1)アンケート調査と事例分析 

本研究では、政府関係者 13 人（公的機関の研究者も含む）や民営高等教育機関の意思

決定者 13 人へのアンケートと聞き取り調査を行う。聞き取り調査では、意思決定システ

ムや意思決定機関メンバーの構成、意思決定者の習慣と選出方法などが意思決定にどのよ

うな影響を与えているのか、また、その意思決定が民営高等教育機関の経営破綻や不祥事

とどのように関係しているかを明らかにする。事例研究の対象を不祥事・経営破綻グルー

プ、自然に消滅したグループ、持続発展グループという３つに分けて考察した上で、失敗

から再生した民営高等教育機関の事例を取り上げる。 

本研究では 1997 年～2017 年の 20 年間に渡り、湖南省の民営高等教育機関を考察して

いる。また、2008年および 2016年の２回にわたってサンプルの聞き取り調査を行ってい

るところに独自性がある。 

 

(2)文献調査 

①教育と経営分野の理論と実践の知見 

はじめに、民営高等教育機関経営に関する教育分野の先行研究のレビューを行う。続い

て、民営高等教育機関経営と民営企業経営の類似点について触れ、意思決定およびガバナ

ンスに関する理論を経営学の視点から考察した上で、民営高等教育機関経営に対し、コー

ポレート・ガバナンスや意思決定論などの議論を援用することの検討を行う。中でも、株

式会社の取締役会の構成および意思決定の仕組み、コーポレート・ガバナンス・コードに

焦点を当てる。民営高等教育機関経営と民営企業経営の意思決定機関に関する比較を行

い、両者の共通点と相違点を明確にした上で、企業経営の視点を学校経営に取り込む方策

を検討する。 

②中国と諸外国との国際比較 

 本研究では、中国の民営高等教育機関における意思決定システムやガバナンス構造の特

徴を諸外国と比較する。アメリカや日本の学校経営に関する意思決定やガバナンスからの

示唆が、中国の民営高等教育機関が有する問題の解決に役に立つ。特筆すべきことは、学

校経営に関する研究の多くは教育学あるいは教育学者の視点から論じられているが、本研

究では経営管理学の視点から学校経営を分析し論じる点にある。これは、本研究の独自性

および独創的な点である。中国の教育行政および民営高等教育機関設置者、経営者にとっ

て実践的な視座を提供するものになると思われる。 

 

４．論文構成と各章の要約 

 

第１章は序章として、本研究の問題関心を取り上げ、研究目的と方法を論じた。 

第２章では、本研究に関連する教育分野と経営分野に関する先行研究をレビューした。

先行研究から、学校経営研究と企業経営研究の共通点を、意思決定機関、意思決定者、経

営戦略などの面から見いだした。また、本研究と密接に関連するコーポレート・ガバナン

ス・コードの原案についても概観した。民営高等教育機関へのコーポレート・ガバナンス・



コードの応用を考えるためである。章の最後では、本研究の分析枠組みを提示した。 

第３章では、本研究の分析対象となる中国民営高等教育機関の概要、発展経緯、設置形

態と関連政策・法規について述べた。民営高等教育機関の設置形態は、本研究の対象であ

る完全民営型と、公私混合型がある。教育制度からみれば、学歴授与権を持つ四年制民営

普通高等教育機関（私立大学）と三年制民営職業技術学院、および学歴授与権を持たない

非学歴校の民営専修学院に分けられる。2017年9月に改正民営教育促進法が公布され、中

国の民営高等教育機関の経営形態は営利と非営利に区別されるようになった。これは学校

経営の改革に向け、一歩前進である。また、近年は数校の民営高等教育機関が株式市場に

上場していることを触れた。それを受け、営利および上場した場合のガバナンス構造は民

営企業と同様になる見込みであること、非営利の民営高等教育機関に補助金などの政策が

実施できる可能性について言及した。 

第４章では、民営企業における経営戦略と意思決定について整理した。企業組織におけ

る意思決定システム（決定、執行、監査）の構造を概観し、企業の意思決定者や意思決定

機関の構成員について言及した。特に、日本とアメリカ型の意思決定機関において重点的

に論じた。 

第５章では、民営高等教育機関経営における意思決定者、意思決定機関と意思決定シス

テムの現状を整理した。特に、意思決定機関（理事会）のメンバー構成（属性、学内と学

外、人数）、監査役（監査機関）の実態を明らかにした。 

第６章では、本研究の焦点である教育機関のガバナンスについて、中国と日本、アメリ

カ、フランス等との国際比較を行い、民営高等教育機関におけるガバナンスの特徴と違い

を明らかにした。その後、民営高等教育機関行政、法律およびガバナンス構造の日中比較

を行った。中国の教育機関のガバナンス構造はアメリカのそれと類似点が多いため、アメ

リカ型ガバナンスを取り入れることを考えながら、中国の教育機関に適合するガバナンス

構造を構築する必要性を論じた。 

第７章では、中国湖南省において、政府関係者や研究者、民営高等教育機関の理事長ら

へのアンケート調査や聞き取り調査を通じて、民営高等教育機関の実態と問題点を明らか

にした。行政関係者、研究者、設置者（経営者）の三者から見た共通の問題は行政管理、

学校経営、教育の質である。本章では、主に学校経営上の問題を中心に取り上げ、意思決

定者（意思決定機関）による意思決定の誤りなどの原因による経営破綻の問題に焦点を当

てた。 

第８章では、中国湖南省の民営高等教育機関13校をサンプルとして取り上げ、不祥事・

経営破綻校、自然閉校、持続発展校の３つグループに分け、不祥事・経営破綻校と持続発

展校の調査結果を示した。さらに経営不振から回復した１校も取り上げた。 

第９章では、第８章の事例研究から得られた結果の考察を行った。欧米先進国で提唱さ

れている企業のコーポレート・ガバナンス・コードを、民営高等教育機関へ導入すること

を検討した。また、アメリカ型社外独立取締役（学外独立理事）や監査役（独立監査役）

の活用が中国の民営高等教育機関の経営に参考となることを論じた。最後に、行政による

監督の強化は、外部監督や学外独立理事などの形骸化を防ぐために欠かせないことを指摘

した。非営利組織としての民営高等教育機関には、今後財政支援による会計監査制度など

の導入や合理的なガバナンス構造の構築が必要かつ可能であることを論じた。 

 

５．結論 

 

本研究では、経営破綻や不祥事に陥った民営高等教育機関における失敗の要因とメカ



ニズムを明らかにし、その解決策を検討した。研究から導かれた結論は以下の５点であ

る。 

第１に、10 年に渡って調査した結果、廃校となる原因の３分の１は人為的な経営の失

敗（経営破綻・不祥事）によるものであった。意思決定機関のメンバー構成や監査機能の

欠如などが共通しており、ガバナンスが効いていないことが失敗の原因であった。 

第２に、経営の失敗を回避するための解決策として、意思決定機関の構成員の属性のバ

ランス、監督・監査機能の強化、外部から学外理事と学外監査役制度の導入、行政による

対策と措置（法の改正など）が有効であることを示した。 

第３に、現段階では、営利や非営利に関係なく、民営高等教育機関の不祥事や経営破綻

が発生している。上場した場合は不特定多数による監視の目が増えるが、上場している民

営高等教育機関では特定株主（創立者など）が 80％以上の株式を所有しているケースが

多く、一般的な上場企業のように公正な監視が受けられていない。教育の特性を考慮すれ

ば、最もよい形態は非営利組織と思われる。経営における有効なガバナンス構造が構築で

きれば、民営高等教育機関における経営の健全化と持続的な発展が可能となる。財務など

の情報公開が義務化されていることが望ましい。 

第４に、学外独立理事や監査役を意思決定機関に設置すれば不祥事や経営破綻の防止に

役立つ。しかし、行政の監督がなければ意思決定機関は形骸化するおそれがある。有効性

を確保するために、政府からの財政援助（補助金制度など）や行政による監督・監視の強

化、設置者への政策、経営指導、助言が必要である。中国の民営高等教育機関に派遣され

ている共産党の書記あるいは指導員を外部監査役として兼任させる方法が考えられる。行

政および第三者による評議・監督機関から問題の指摘を受けた場合は、改善施策とその結

果の開示を義務づけるといった手法などが、不祥事を防ぐ一つの方法になるだろう。 

第５に、意思決定者には戦略的な意思決定とその遂行に責任を持たなければならない。

そのため、意思決定者には多くの経営能力が求められるが、民営高等教育機関経営者の中

には、そのような知識や技能を有していない者が多い。本研究において、これが経営破綻

や不祥事の温床になっていることを確認した。経営の専門能力を育成するための教育制度

を充実させ、経営の意思決定とその遂行に責任を持つ人材の創出が、民営高等教育機関に

おける不祥事や経営破綻の本質的な解決手段となる。民営高等教育機関において、理事長

や学院長の選出に選挙制度を導入するほか、理事長や学院長の経営能力の養成や、経営能

力を向上させる教育機会の創出が求められる。また、政府と市場が結びついた統制メカニ

ズムが整えられることが期待される。 

以上 

 

  


